


 

序    文 

 
国際協力機構は、2005 年 6 月から 2008 年 5 月までの 3 年間、ボリビア国水資源省基礎サービス次

官室及び全国 6 県（サンタクルス、チュキサカ、オルロ、タリハ、ポトシ、ラパス）の水・基礎衛生・

住宅課をカウンターパートとして、地方部での飲料水供給事業の強化を目的とした技術協力プロジェ

クト「生命の水」を実施しました。本技プロを通じボリビア側 6 県は市・村落と県との連携を強化し、

2008 年 5 月のプロジェクト終了までに 750 以上の村落、82 万人以上の住民に安全な水を供給しまし

た。 
本プロジェクトを通じボリビア側では県によりその事業実施能力に差が出てきていること、先進的

な県においては他の県を技術支援する能力を持ち始めていることを踏まえ、県の間の連携協力の強化

と活動の全国 9 県への拡大を目的として 2007 年 8 月に日本側に本プロジェクトのフェーズ 2 を要請

しました。この要請を受けて 2008 年 3 月に JICA はフェーズ 1 の最終モニタリング評価作業と並行

してフェーズ 2 の事前評価を実施し、同月に事前評価ミニッツをボリビア側関係機関と署名しました。 
その後、関係者との内容調整を経て 5 月に実施協議議事録（R/D）に署名し、翌 6 月からフェーズ

2 を開始することに決定しました。 
本報告書は本フェーズ 2 の事前評価調査から実施協議議事録署名に至るまでの作業の内容を取り

まとめたものであり、今後のプロジェクトの運営にあたり活用されることを願うものです。 
終わりに、この調査にご協力とご支援をいただいた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を表し

ます。 
 
 
平成 20 年 5 月 
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事業事前評価表 
作成日：平成 20 年 4 月 23 日 

担当部・課：ボリビア事務所 

１．案件名 

生命の水 フェーズ 2 

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

プロジェクトのフェーズ 1 に引き続き、県の現在の村落給水事業の実施能力の更なる強化を目指

す。具体的には、①県間の連携協力のために設立された拠点を強化し、②フェーズ 1 を通じ特定され

た技術項目についての研修機能、③市・村落への支援体制、④地域適正技術についての調査研究機能

をそれぞれ強化し、定着させることを目標とする。 
県間の連携協力を強化する拠点としては、水資源省基礎サービス次官室と９県の水・基礎衛生・住

宅課（以下 UNASBVI）合同で生命の水技術センター（Centro Tecnológico ASVI-JICA）が設立されて

おり、水資源省基礎サービス次官室内に全国事務局、オルロとサンタクルスに地方事務局が置かれて

いる。この技術センターを組織強化する。また、現在各県及び全国レベルで設立されている「水審議

会」を技術研修・調査研究の情報交換及び需要把握の窓口として活用する。 
（２） 協力期間：2008 年 6 月-2011 年 12 月、3 年 7 か月 
（３） 協力総額（日本側） 約 2.9 億円 

（４） 協力相手先機関：水資源省基礎サービス次官室、ボリビア全 9 県の UNASBVI 
（５） 国内協力機関：特になし 
（６） 裨益対象者及び規模、等 

（直接裨益者）９県の UNASBVI の職員 約 300 名、水資源省基礎サービス次官室担当 2 名及び関連

団体職員 
（間接裨益者）９県において県の給水事業によって裨益する住民 約 31 万人 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

ボリビア国（以下「ボ国」）における「安全な水にアクセスできる人口」は、全国で 72.3％（2004
年世銀）であり、2015 年までのミレニアム開発目標である全国給水率 78.5%に到達できていない。

とりわけ、人口の 38%が居住している村落部における給水率は 47.6%（2004 年世銀、MDG 進捗報告

書）であり、ミレニアム開発目標に合わせて表明されている 2015 年全国村落部給水率目標 60.4％に

比べて極端に低く、水因性疾患の蔓延や高い乳幼児死亡率の一因にもなっている。 
上記の状況を受け、日本政府は 1994 年にボ国 9 県中 5 県に対し村落部給水事業計画を策定するた

めの開発調査「地方地下水開発計画」を実施し、その後 1998 年以降 3 回の無償資金協力（「第一次～

第三次地方地下水開発計画」）により地方部での地下水開発に必要な機材を供与し（井戸掘削機材、

調査用機材等）、パイロット村落にて井戸の掘削と施設建設を行った。この供与機材を活用し、ボ国

の全９県中 6 県にて地下水開発事業が進んでいる。しかしながら、井戸掘削の後の、ポンプ・タンク

等の給水施設の設置は市の管轄となっており、2003 年時点で以下のような問題点があり、ボ国側で

も独自に取り組んできたが十分ではなかった。 
①給水施設の未設置：市の予算不足・技術者不足、また村落住民の飲料水の安全性についての理解

不足等の理由から掘削済みの井戸のうち約 35％は給水施設が設置されないままとなっていた。市

の予算不足のため、給水施設は一般には社会参加基金や NGO などの支援を要請することで給水

施設を設置しているが、掘削作業を担当する県基礎サービス担当部と対象集落を管轄する市、当

該地域で活動する NGO、ドナー機関などとの調整が不十分であるため給水施設設置が遅れてい

た。このため、あらかじめ上記関係機関の間で井戸掘削と給水設備の設置計画とが調整されてい

る必要があり、そのための体制作りが課題となっていた。 
②給水施設の維持管理：給水施設が設置された後にも、維持管理面での問題があり、施設が停止し

た状態になっている村落もあった。この問題に対処するため 2003 年 10 月から JICA は開発福祉

支援によりローカル NGO とともに地方地下水開発計画対象の村落の一部をパイロットプロジェ

クトサイトに選定し、住民参加のもと生産性向上と給水率向上を平行して推進する「（水を通じ
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た）生産的村落開発モデル」を開発した。 
そこで、これらの取り組みを統合し、ボ国は日本との協力のもと技プロ「生命の水」（フェーズ 1、

2005 年 6 月-2008 年 5 月）を実施し、生産的村落開発モデルの他地域への普及を目的として県庁

UNASBVI・村落の水委員会を組織強化し、生産的村落開発モデルの普及、収入向上のための生産的

活動の推進、水分野関係機関や水資源省基礎サービス次官室などとの調整強化を行った。上記の村落

開発モデルは各県の事業として普及が開始され、村落の水委員会の組織強化のための活動が県庁の事

業として定着し、モデルの普及活動・生産的活動の推進が開始された。また、フェーズ 1 を通じ各県

レベルで水分野の審議会が発足した（※注 1 参照）。本プロジェクトの取り組みを通じ、水資源省基

礎サービス次官室は 2006 年 3 月に同モデルを活用しての飲料水供給拡大を省として推進していくこ

とを省令化した。 
以上の取り組みの結果、フェーズ 1 では上記の２つの問題点が以下の通り改善された。 
①給水施設の未設置：各県の UNASBVI 主導で掘削された井戸は村落部を中心に 1998 年から 2007
年末までに 930 を超え、その生産井（水量・水質ともに問題なく、使える井戸）に対する給水施

設設置率は 80%まで改善しており、設置済み給水施設による裨益住民は 82 万人に達している。

また、給水施設設置は市の責任範囲であるが、県庁が自らの活動として給水施設設計支援（技術

力の不足している市に対して県庁技師が設計図作成支援）を行うようになった。 
②給水施設の維持管理：給水施設については、村落の水委員会が維持管理を行うようになった。 
この他、フェーズ 1 を通じて下記の課題が明確になった。 
①県間の連携協力：ボ国側６県のうち、比較的事業が円滑に行われたオルロ県・サンタクルス県が

他県に対する研修や技術支援を開始しており、本分野でのボ国政府の取組みを推進する上で県間

の連携協力が重要であることが関係者で共有されるようになった。 
②研修の充実：各県の技師は井戸掘削事業や給水施設設計支援を業務として推進しているものの、

今後は水理地質構造的に困難な地域での地下水開発の必要が見込まれることから、技術の普及の

みならず、より高度な物理探査・検層等についての知識の向上、適切な水資源管理の観点が一層

必要になってくることを踏まえ総合的水資源管理についての知識の習得、機材維持管理体制の強

化が必要になる。 
③市・村落の水委員会への支援：フェーズ 1 で改善が見られた市・村落の水委員会への支援体制に

ついても、県から市・村落の水委員会に対する研修制度は６県で定着したものの、給水施設につ

いて県が管理するデータベースが定期的に更新されていない、故障等の緊急時の村落の水委員会

からの技術的問い合わせが県に直接来てしまい、県の対応能力を超えてしまっている、県が井戸

を掘削し水源を確保した給水施設についてはデータベースがあるものの NGO や市・個人など他

の団体が設置した給水施設についてはデータが把握されていない、このため地下水の水収支の管

理ができない、等の新たな課題が明確になった。 
④地域適正技術の研究開発：フェーズ 1 開始当初に主眼としていた生産的村落開発モデルの普及だ

けでなく、より効率的な村落給水事業の実施のための地域適正技術の研究開発（技術改良）が必

要となっている。 
⑤県レベル水審議会：フェーズ 1 を通じ県レベル水審議会が設立されたことを受け、今後は更なる

強化（県内での関係団体のリスト作成、活動内容の調整、県レベルの給水施設の資金を提供して

いる団体情報の普及等）が必要になっている。 
さらに、ボ国側は県による村落地域での給水事業をさらに２県（ベニ県・パンド県）で実施するた

め、日本側の協力のもと 2007 年 9 月より県の給水事業５か年計画の作成を目的とする開発調査「ベ

ニ県及びパンド県における村落地域飲料水供給計画」を実施している（-2009 年 1 月まで）。またコ

チャバンバ県ではこれまで UNASBVI が存在しなかったが、設立しようとする動きがある。これらの

県においてもフェーズ 1 参加の６県同様の組織力強化が必要となっている。 
 

※ 注 1 県レベル水審議会：各県内の水関係で活動する団体（市、NGO、他ドナー・基金他）が参

加し活動を調整するための会合。技プロ｢生命の水｣（フェーズ 1）との関連では市が給水施設を

設置するに当たって資金を確保するための情報を整理する場としてその設立を支援した。フェー

ズ 1 終了時までにプロジェクト・フェーズ 1 対象の 6 県で水審議会が設立された。 
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（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

ボ国政府は 2001 年に「基礎衛生国家開発計画」を策定し、同計画の政策４本柱の１つ“尊厳あるボ

リビア（Bolivia Digna）”で基礎サービスの充実を掲げている。この中で同計画の戦略的ビジョンと

して「持続的な水・衛生・ゴミサービスの全国民に対する普及や適切な「水の文化」の形成を通じ、

全国民の生活の質向上に貢献する」ことを打ち出した。その中のコンポーネントの一つとして「村落

部や先住民族における水と衛生」を設定し、「村落部共同体、先住民族の村などにおける水と衛生サ

ービスの質と普及率の向上」と「（中央・県・自治体等の）管理能力の改善、共同体開発、共同体の

エンパワメントを伴った持続可能性の確保」を掲げて取組を行っている。 
水資源省基礎サービス次官室が所管している基礎サービス事業については、ボ国中央政府はサービ

ス事業の実施は県の所管事項であることを明確に打ち出しており、現在は県の実施能力の強化が課題

である。また、県レベルにおいて本案件は日本と共同で実施された「地方地下水開発プログラム」を

補完するものとして位置づけられている。 

 

（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位置付

け） 

ボ国側政府閣僚と共に日本側の援助政策に関する協議が 2006 年 6 月（政策協議）、2007 年 8 月（国

別援助計画作成に関する現地協議）に実施されており、貧困地域への飲料水供給は日本側の重点援助

プログラムの１つとして位置づけられている。この「貧困地域飲料水供給プログラム」は 2007 年に

JICA プログラムとして戦略化されている。日本側協力方針として掲げられている「人間の安全保障」

に対しても、脆弱な貧困層（安全な水の供給を受けていない人々）を保護しボ国側の関係者の能力を

強化するという本アプローチは合致する。 
 

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

県の村落給水事業の持続的実施能力が強化される。 
【指標】  

a）各県での村落給水事業の実績 
各県が 2008 年４月末までに以下の具体的数値目標を設定することとなっており、その数値を

活用する。ボリビア側において毎年モニターされる。 
-各県の井戸掘削本数 
-各県の給水施設設置数 
-給水率 100%の市・郡の数 
 

b）2011 年（プロジェクト終了時）までの全国地方部給水率 約 62% 
 （総計:間接裨益者数 約 31 万人）（上記 a）の各県の数値目標を元に設定） 
 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

全国地方部給水率の向上及び保健指標の改善に貢献する。 
【指標】 

a）全国地方部給水率について、ミレニアム開発目標を達成する。 
b）県が給水事業を実施した村落において、水因性疾患の発症数が減少する。 
 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

① 【県間の連携協力の拠点の組織強化】（全国９県と水資源省基礎サービス次官室によって）生

命の水技術センターが機能強化される。 

主要な活動 1-1 技術センターの執行部の強化、1-2 地方事務局の強化、1-3 半期毎に全国会議

の実施、1-4 技術部会の設立、1-5 各県での井戸掘削関連機材のスペアパーツの需要の調査、1-6
（必要に応じ）井戸掘削関連機材のスペアパーツの一括管理機能の設立 
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指標・目標値 
a）技術センターの活動がサンタクルス、オルロ２県の年間活動計画に記載されている。 
b）PDCA サイクルの過程が技術センター事務局で定着している。 
 

② 【研修機能強化】（全国９県と水資源省基礎サービス次官室によって）水資源省基礎サービス

次官室、９県の UNASBVI、市及び水道事業体に対する、研修実施体制が確立する。（※注 2 参

照） 

主要な活動 2-1 研修テーマのリストの作成、2-2 講師に対し教授法のワークショップを実施、

2-3 研修コースの実施、2-4 研修参加者の活動計画への実施支援、2-5JICA 主催の研修（国別、

第三国、集団研修等）の情報共有・適切な候補者の派遣 
研修の具体的な項目：物理探査、水理地質、井戸掘削技術、運営・維持管理、揚水技術、給水

施設設計、水質分析、水を通じた生産的村落開発モデル、社会面分析（村落の水委員会の組織

化・ジェンダー配慮等）、生産的活動の推進、衛生教育、エコトイレ、地下水源の総合的管理 
指標・目標値 
a）2 つの技術センター事務局において毎年合計 24 回の研修・セミナーが実施されている（1
つの事務局において 12 回） 

b）研修用教材が作成されている。 
 

※ 注 2 「水道事業者」と「村落の水委員会」：ボ国では人口 2 千人以上の地域を都市部、2 千人未

満の地域を村落部と分類する。「水道事業者」は都市部も含めた地域に対して水道事業を行って

いる団体を指し、水道組合、市の監督の下の公営水道公社、村落の水委員会等がある。村落の水

委員会は「水道事業者」のうち村落部での水道事業を行っている組織を指し、通常地元住民で構

成される。本プロジェクトにおいては村落での給水事業の強化を中心課題にしているため、村落

の水委員会が重要な役割を果たす。ただし、研修等に関する活動については村落の水委員会に限

らず他の水道事業者の参加も妨げない。 
 

③ 【県・市・村落の協働体制強化】井戸掘削・給水施設計画段階から県・市・村落の協働体制

が構築・継続されるとともに、（全国９県によって）市・村落の水委員会での給水施設の維持

管理状況・水質状況の確認、生産的活動、緊急対応の体制ができる。 

主要な活動 3-1 村落のニーズをベースにした計画策定体制の構築・継続（県による設計図作

成支援、他リソースへのアクセス支援を含む） 3-2 県・市の協働での給水施設の運営・維持

管理体制、緊急時の対応体制の構築、3-3 市の技師を対象とした緊急対応方法やセクターの情

報収集についての説明のセミナーの実施、3-4 各県が水源を開発した給水施設について統一し

たフォーマットでの給水施設のデータベースの作成、3-5 生産的活動の推進、3-6 市・村落・村

落の水委員会の間での活動経験を共有するためのセミナーの実施、3-7 村落での水質の定期的

分析サービスの開始、3-8 他の団体が建設した給水施設を含めたデータベースの作成（２県程

度）、3-9 全県で収集されたデータをまとめた報告の作成 他（※注 3 参照） 
指標・目標値 
a）各県に、井戸掘削・給水施設計画作成のための支援体制（社会面・給水施設設計支援・生産

的活動担当の技師の配置）ができている。 
b）各給水施設のデータベースが統一したフォーマットで作成される。（項目：水源、施設設置

状況、給水施設の維持管理状況、水質状況、緊急対応記録）  
c）データを定期的に取りまとめた報告書がある。 
d）県と市で緊急対応の際の活動体制ができている。 
 

※ 注 3 水質の定期的分析サービスについて：フェーズ 1 参加の６県においては、井戸掘削時に水

質分析を行っている。しかしながら数年後に水量・水質が悪化するケースもある。このため、少

なくとも年１回程度村落を巡回して水質分析を行うことが現在の課題である。 
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④ 【調査研究機能強化】（全国９県と水資源省基礎サービス次官室によって）生命の水技術セン

ターが地域適正技術開発のために調査研究を持続的に実施できるようになる。 

主要な活動 4-1 技術部会を通じ調査研究計画の策定、4-2 各県で試行中の技術改良について情

報交換しながら調査研究を実施、4-3 一部の地域でパイロット的に改良された技術を適用、4-4
調査研究結果の共有・報告書作成 
指標・目標値 
a）少なくとも 6 つの新規技術開発のための調査研究が行われる。 
b）調査研究結果を共有するセミナーが実施される。 
c）新しい技術を関係者が理解し、共有し、各地で適用するための資料や器具が作成される。 
 

⑤ 【水審議会の組織強化】（全国９県と水資源省基礎サービス次官室によって）県レベル及び国

レベルの水審議会が強化される。 

（フェーズ 2 では水審議会を各県内の団体からの新しい技術研修・調査研究の情報交換及び

需要把握の窓口として活用する。） 

主要な活動 5-1 組織規則とメンバーリストを作成し、水審議会の立ち上げ、5-2 関係団体の活

動概要資料作成、5-3 技術センターと水審議会との定例会議 
指標・目標値 
a）９県で審議会が設立される。 
b）少なくとも 7 県で県レベル水審議会が強化され、関係者団体の活動概要資料が作成されて

いる。 
c）研修・調査研究についての情報交換が行われている。 
 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側（総額 約 2.9 億円） 

a）専門家及びコンサルタントの配置 
日本人長期専門家 1 名 チーフアドバイザー/地下水開発、42MM 
日本人もしくは第三国短期専門家（給水システム、物理探査、その他必要に応じ） 
ローカルコンサルタント 6 名×42MM（全国コーディネーター、総務担当、地域ファシリテ

ーター及びその補佐） 
b）機材 技術センターの水質ラボラトリ機材、研修用井戸掘削機材スペアパーツ、水質分析

用車両等 
c）研修受入  C/P の日本もしくは近隣国への研修参加費 
d）活動費  日本側メンバーの活動費（文具類等は県庁が負担） 他 

 

② ボ国側（総額 約 1.7 億円） 

a）水資源省基礎サービス次官室 
- プロジェクトオフィスの確保、家具・文具類の供与 
- 必要人員の配置 水資源省側のプロジェクトコーディネーター２名（専属） 
- （将来的に）オルロ県、サンタクルス県に派遣するファシリテーターの人件費（合計 4 名）：

プロジェクト開始時は日本側で 100%負担するが、毎年の協議の上負担率を変更していく。

b）オルロ県、サンタクルス県の UNASBVI 
- プロジェクトオフィスの確保、家具・文具類の供与 
- 必要人員の配置：物理探査技師、水理地質技師、掘削技師、機械技師、総務担当、情報シ

ステム担当、測量技師、社会面担当、生産面担当、運転手、在庫管理、秘書等の少なくと

も 13 の専門性を備えた 25 人以上の技師の配置 
- 本プロジェクト専任のコーディネーターの配置（最低 3 名、専属） 
- 車両（運転手及び燃料費含む） 
- 掘削機材、車両、調査用機材の維持管理・更新計画を立て、実施すること。 

c）フェーズ 1 に参加した４県（ラパス、チュキサカ、タリハ、ポトシ） の UNASBVI 
- 必要人員の配置：物理探査技師、水理地質技師、掘削技師、機械技師、総務担当、情報シ
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ステム担当、測量技師、社会面担当、生産面担当、運転手、在庫管理、秘書等の少なくと

も 13 の専門性を備えた 25 人以上の技師の配置 
- 本プロジェクト専任のコーディネーターの配置（最低 1 名、専属） 
- 車両（運転手及び燃料費含む） 
- 掘削機材、車両、調査用機材の維持管理・更新計画を立て、実施すること。 

d）フェーズ 2 に新規参加する３県（コチャバンバ、ベニ、パンド）の UNASBVI 
- （井戸掘削機材を所有し、県の事業として地下水開発が可能になった時点で）必要人員の

配置：物理探査技師、水理地質技師、掘削技師、機械技師、総務担当、情報システム担当、

測量技師、社会面担当、生産面担当、運転手、在庫管理、秘書等の専門に対応する 25 人以

上の技師の配置 
- 本プロジェクト専任のコーディネーターの配置（最低 1 名、専属） 
- 車両（運転手及び燃料費含む） 

e）ボ国側はこの他に、県独自のイニシアティブにより給水率向上のためのそれぞれの取組みを

実施する。 
 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

① 前提条件 

- 技術センターが県令により設立され、必要な予算が配分される。（R/D 署名までに該当の県

が資料を提出） 
- 各県の UNASBVI で業務に取り組む意識が高まっている。 
- 他の団体（国内・国際）の支援がある。 

② 活動→成果に関する外部条件  

- 各県で水・基礎衛生セクターに必要な予算が配分される。 
③ 成果→プロジェクト目標に関する外部条件 

- 関係組織間で良好な関係が維持されている。 
- 県が村落給水（水源開発）を継続する。 
- 市の活発な参加（給水施設設置含む）がある。 
- （研修等について）他の県の UNASBVI から積極的な参加がある。 
- C/P の人事異動が頻繁でない 

④ プロジェクト目標→上位目標に関する外部条件 

- 県レベルの政策が変化しない。 
- 保健・教育・基礎衛生分野でのセクター間の調整が行われる。 

⑤ 上位目標→持続性確保のための外部条件 

- 水・基礎衛生分野の国家政策が変化しない。 
- 政治状況が悪化しない。 

 
５．評価 5項目による評価結果 

（１） 妥当性 

<ボ国側の政策との合致> 
ボ国政府は 2001 年に「基礎衛生国家開発計画」を策定し、同計画の政策４本柱の１つ“尊厳あるボ

リビア（Bolivia Digna）”で基礎サービスの充実を掲げている。この中で「持続的な水・衛生・ゴミ

サービスの全国民に対する普及や適切な「水の文化」の形成を通じ、全国民の生活の質向上に貢献す

る」ことを打ち出した。その中のコンポーネントの一つとして「村落部や先住民族における水と衛生」

を設定し、「村落部共同体、先住民族の村などにおける水と衛生サービスの質と普及率の向上」と「（中

央・県・自治体等の）管理能力の改善、共同体開発、共同体のエンパワメントを伴った持続可能性の

確保」を掲げて取組を行っている。 
また、水基本法（Ley de Agua para la Vida）、水・基礎衛生分野セクター計画、同社会面配慮戦略は

本案件の方向性を参考に現在作成中である。2006 年 3 月に水資源省は水を通じた村落開発モデルを

省令としており井戸掘削事業のみでなく掘削後の給水施設の持続的利用も含めて県の事業として認

識されている。 
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水資源省基礎サービス次官室が所管している基礎サービス事業については、ボ国中央政府はサービ

ス事業の実施は県の所管事項であることを明確に打ち出しており、現在は県の実施能力の強化が課題

である。また、県レベルにおいては本案件は日本と共同で実施された「地方地下水開発プログラム」

を補完するものとして位置づけられている。 
<日本の援助政策との合致> 

ボ国側政府閣僚と共に日本側の援助政策に関する協議が 2006 年 6 月（政策協議）、2007 年 8 月（国

別援助計画作成に関する現地協議）に実施されており、貧困地域への飲料水供給は日本側の重点援助

プログラムの１つとして位置づけられている。この「貧困地域飲料水供給プログラム」は 2007 年に

JICA プログラムとして戦略化されており、本案件はそのうちの村落部への飲料水供給支援関連の活

動の中核的プロジェクトとして位置づけられる。日本側協力方針として掲げられている「人間の安全

保障」に対しても、脆弱な貧困層（安全な水の供給を受けていない人々）を保護しボ国側の関係者の

能力を強化するという本アプローチは合致する。 
<フェーズ 1 の提言との関連> 

フェーズ 1 で提言した、先進的県から他の県への研修・技術支援の強化、地域適正技術の研究開発、

市への支援体制の強化（水質の定期的モニタリングを含む）等の内容を受けてプロジェクトの内容が

設計されている。 
 
（２） 有効性 

本プロジェクトはフェーズ 1 での成果を踏まえ、ボ国内で村落給水事業を実施する自立的な体制が

構築・強化されることを目指す。具体的にはフェーズ 1 で先進的な成果を上げている県が他の県を指

導すること、また先進的な県においては不足している技術項目をさらに強化し、適地技術を開発し普

及させていくことを目標とする。これらの活動は活動が遅れている県、特に現在村落給水事業を開始

していない県に対しても、継続的に国内から支援できる体制を構築することとなる。 
プロジェクト目標として県の村落給水事業を持続的に実施するための体制強化を設定し、それを達

成するために現在課題として認識されている５点（連携協力の拠点の設立、研修機能強化、市・村落

の水委員会への支援体制強化、調査研究能力強化、県レベル水審議会の強化）を成果として設定して

いる。 
プロジェクト目標に対する外部条件として他県の UNASBVI の積極的な参加、市・村落の積極的な

参加、本セクター内での関係する組織間の良好な関係等が考えられる。これらの点は、プロジェクト

実施を通じて水資源省基礎サービス次官室等を中心に調整していくことで有効性が高まると考えら

れる。 
 

（３） 効率性 

本プロジェクトでは５つの成果を設定し、その成果を通じてサンタクルス県及びオルロ県に設置す

る技術センター事務局の機能を定着させることを目的とする。３つの機能（研修・市等への支援・調

査研究）と技術センターそのものの組織強化、さらに技術センターへの意見交換の窓口になる水審議

会の強化を成果として設定している。 
これらの活動をボ国内の講師・技師や既存の機材・施設を活用することによって効率よく実施する。

技術センターの地方事務局を２か所設置することによって、情報・人材の効率的活用が期待できる。

さらに予算的にはプロジェクト期間を通じ各県の予算の確保を支援していく。理想的な形は国家一

般予算から直接、一定の割合の予算が同セクターに配分されることであり、この提言が各県から水資

源省基礎サービス次官室に対してなされている（2006 年 10 月）。この一定の割合の配分が可能かど

うかも注視していく。 
 

（４） インパクト 

本プロジェクトでは活動の一環として村落給水の持続性を支援する体制の確立がある。これが上位

目標達成に向けた自立的な活動に貢献すると考えられる。 
上位目標は全国地方部給水率の継続的な向上と、それによる地方部での生活の質（特に保健衛生）

の改善である。2011 年までの全国地方部給水率はプロジェクト目標としてプロジェクトで直接デー

タを確保していくことができるが、その後、地方部給水率が引き続き向上していくために、ボ国側は
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本プロジェクトを日本側との３年７か月のみでなく、各県で５か年計画に記載するための準備をして

いる。ボ国内の計画とプロジェクト計画が一連のものとして計画されていることで、本プロジェクト

での活動が継続的に実施されることが期待できる。 
インパクトへの外部条件として、この５か年計画での給水事業計画を確実に遂行していくこと、ま

た水因性疾患の発症率を下げるために他セクター（保健等）との連携が行われることの２つを考慮す

る必要がある。 
 

（５） 自立発展性 
（政策面・財政面）ボ国側は本プロジェクトを日本側との３年７か月のみでなく、各県で活動を定着

させ予算を確保するための５か年計画に記載するための準備をしている。ボ国内の計画とプロジェク

ト計画が一連のものとして計画されていることで、本プロジェクトでの活動が継続的に発展すること

が期待できる。 
 （体制面）本プロジェクトでは強化された県が他の県を支援する体制を作り、研修や調査研究を自

ら実施する体制になる見込みである。市等に対しても持続的に支援する体制づくりが成果になってお

り、自立発展性が期待できる。 
（技術面）フェーズ 1 を通じて問題点とされていた、井戸掘削機材・調査用機材・車両等の資機材の

維持管理を強化するために各県合同でのスペアパーツの在庫管理システムの設立を活動に盛り込ん

でいる。自立発展のために阻害要因と考えられている上記問題に対応することで自立発展性を高める

内容となっている。 
  

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

（1）貧困・ジェンダーについてはネガティブなインパクトは想定されない。 

（2）環境への配慮 本プロジェクトが直接環境に影響する施設を建設する等はないが、本プロジェ

クトで県庁の村落給水事業が強化された結果として、地下水開発により地下水位・水質の変化が起こ

る可能性がある。このため、本プロジェクトの活動として地下水開発データの蓄積、水資源管理のた

めの基礎データ調査を盛り込んでいる。 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

本案件のフェーズ 1 の教訓から、以下を活用する。 
（1） フェーズ 1 では中央政府と県の両者が C/P であったが、中央政府に県レベルでのプロジェクトの

成果を反映すること、また水セクターの他ドナーとの調整も円滑に行うことを意図して引き続き両者

を C/P とする。 
（2） フェーズ 1 では日本人長期専門家の投入がなく、ローカルコンサルタント主体の事業実施となっ

たが、本案件では JICA ボリビア事務所セクターコーディネーター（日本人）の支援があり、全体に

うまく運営された。フェーズ 2 においては、引き続きローカルコンサルタントを最大限活用しながら、

日本人専門家の投入により、日本の技術協力の良さ（綿密な計画策定、関係者間の綿密な調整等）を

活かし、協力効果を最大限のものとする。 
（3） フェーズ 1 では日本側プロジェクトメンバーやセクターコーディネーターに変更が少なかった

こと、同じ専門家が繰り返し派遣されたことで、ボ国・本セクターの事情を理解した人が活動するこ

とでき、効率性が上がった。フェーズ 2 においても日本側の関係者の安定性を確保できるように調整

する。 
（4） フェーズ 1 ではボ国側の分担を徐々に増やしたことで先方の自立性を高めていった。フェーズ 2
においても技術センター事務局で勤務する地域ファシリテーター2名とその補佐 2名をプロジェクト

開始当初は日本側投入として配置するが、プロジェクト期間を通じ水資源省基礎サービス次官室また

は県庁から配分できるよう調整する。 
（5） フェーズ 1 では複数の県でファシリテーターの役割についての誤解が生じたことから、フェーズ

2 でファシリテーターを配置する際はその役割を明確にする。 
 

また、プログラム評価「貧困地域飲料水供給プログラム」で得られた提言・教訓から、以下を活用

する。 
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（6） プログラムマネジメントとして、プログラムのモニタリングを強化する必要があり、年 2 回を目

処にモニタリング報告書を作成していく。 
（7） フェーズ 1 等に引きつづき、水資源省基礎サービス次官室内にプロジェクトオフィスを置き、

先方政府の意向や関連情報を迅速かつ綿密に把握する。 
（8） ボ国側のプログラムマネージャーとして、また本プロジェクトの責任機関としての水資源省基礎

サービス次官室の能力を強化する。特にフェーズ 1 では同次官室の関与が少なかったため、担当を確

保し積極的な関与を依頼していく。 
（9） ドナー協調の場を活用し本プロジェクト・プログラムの内容を積極的に発信していく。 
（10） ボ国側の「基礎衛生開発計画 2001-2010」に対して本プロジェクトのデータを反映していく。 
（11） フェーズ 1 では生産的活動の定着・推進のために関連のボランティアが派遣されたり、JICA ボ

リビア事務所の在外専門調査員が活動を支援したりしていた。フェーズ 2 ではより専門性の高い人材

による支援を行うため、日本人専門家の派遣を追加する。 
（12） 現地人材を積極的に活用していき、コスト効率性の高い体制を引き続き維持する。 

（13） プロジェクトに関連したボランティアを引き続き派遣し、「緩やかな連携」のもと、相乗効果を

持たせる。 
 

８．今後の評価計画 

2010 年 1 月頃 ：中間評価 
2011 年 7 月頃 ：終了時評価 
2016 年 6 月頃 ：事後評価（ミレニアム開発目標に対するモニタリング報告書が提出される時期を目

処に実施） 
 

 
 



 

 

略語一覧 

略称 西語/英語 日本語 
ASVI Agua es Salud y Vida 技プロ「生命の水」 
Bs. Bolivianos ボリビアーノス 

ボリビアの通貨 
1Bs=約 15 円(報告書編集時のレート) 

CAPyS Comité de Agua Potable y 
Saneamiento 

村落の水委員会 

C/P Counterpart カウンターパート 
DAC/OECD Development Assistance 

Committee / Organization for 
Economic Cooperation and 
Development 

開発援助委員会/ 経済協力開発機構 

DESCOM-P Desarrollo Comunitario 
Productivo 

生産的村落開発モデル 

EU Europe Union ヨーロッパ連合 
EPSA(s） Entidades Publicas de Servicio de 

Agua 
水道事業体（総称） 

FUNDASAB Fundacion para el Apoyo a la 
Sostenibilidad en Saneamiento 
Basico 

基礎衛生分野自立のための支援基金 

IDB Interamerican Development Bank 米州開発銀行 
IDH Impuestos Directos a los 

Hidrocarburos 
炭化水素税 

JICA Japan Internacional Cooperation 
Agency 

国際協力機構 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリックス 
PO Plan de Operacion 活動計画 
POA Plan (Programa) Operativo Anual 年間活動計画 
PROASU-JICA Programa de Aguas Subterraneas サンタクルス県地下水開発部 
PROASVI Proyecto ASVI 技術協力プロジェクト「生命の水」 
PRODASUB Programa de Desarrollo de Aguas 

Subterráneas  
地下水開発プログラム 

R/D Registro de Discusión  実施協議議事録 
SEDAG Servicio Departamental 

Agropecuario 
県農牧サービス局 

SERGEOTECMIN Servicio de Geologia y Tecnicas 
de Mineria 

国立地質・鉱山技術サービス局 

SNV （Servicio Holandes de 
Cooperación al Desarrollo） 

オランダの NGO 

UMSA Universidad Mayor de San Andres サン・アンドレス大学 
UNASBVI Unidad de Agua, Saneamiento 

Básico y Vivienda 
水・基礎衛生・住居課（各県の飲料水供給
事業を担当する部署は若干名称が異なる
ため、総称としても用いられている） 

UNICEF United Nations Children’s Fund ユニセフ 
UTO Universidad Tecnica de Oruro オルロ技術大学 
VSB Viceministerio de Servicios 

Básicos 
水資源省基礎サービス次官室 
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第1章 事前評価調査の概要 

1－1 調査団派遣の経緯と目的 
ボリビア国「貧困地域飲料水供給プログラム」（平成 16 年度までは「農村部飲料水供給プログラム」）

は、極端に低い農村部における給水率（51.4%、水資源省発表、2005）、水量と水質の不安定性、そ

れに伴う水因性疾病の蔓延や高い乳幼児死亡率という開発課題に対応するため、無償資金協力による

地下水開発（井戸掘削）と技術協力やボランティア事業による給水施設の有効活用と水を通した村落

開発（キャパシティ・ディベロップメント）への支援を行ってきている。（詳細は本プログラムの計

画書や 2007 年 3 月に取りまとめられたプログラム評価報告書を参照。） 

本プログラムの１プロジェクトとして、技プロ「生命の水（ASVI）」を 2005 年 6 月から 2008 年 5
月までの予定で実施中であり（付属資料 1 開始時ミニッツ）、中間評価を 2007 年 3 月に実施した（付

属資料 2 中間評価ミニッツ）。本プロジェクトを通じボリビア側では県によりその事業実施能力に

差が出てきたこと、先進的な県においては他の県を技術支援する能力を持ち始めていることを踏まえ、

県の間の連携協力の強化と活動の全国 9 県への拡大を目的として 2007 年 8 月に日本側に本プロジェ

クトのフェーズ 2 を要請した（付属資料 1）。この要請は 2008 年 1 月に日本側により正式採択され、

2008 年 3 月に JICA はフェーズ 1 の最終モニタリング評価作業と並行してフェーズ 2 の事前評価を実

施した。この評価結果は 3 月 24-26 日にオルロ県にて実施された本プロジェクトのフェーズ 1 の活動

の一環である「第 6 回全国水セミナー」にて確認・合意された。 

事前評価の目的 

（1）プロジェクト協力分野の妥当性の確認 
（2）プロジェクト実施体制の確認 
（3）プロジェクト計画の詳細決定 
（4）プロジェクト計画決定からプロジェクト開始までの工程の確認 

1－2 現地調査日程 
日程は付属資料 2 のとおりである。 
面談者リストは付属資料 3 の通りである。 
注）本報告書で「ミニッツ」と称する場合は事前評価ミニッツを指す。 

1－3 事前評価調査団の構成と合同評価メンバー 
日本側：  

（1）総括             江塚 利幸  国際協力機構 ボリビア事務所長 
（2）給水計画           山本 敬子  国際協力機構 国際協力専門員 
（3）協力企画           高畠 千佳  国際協力機構 ボリビア事務所 職員 
（4）セクター情報収集・地下水開発 福島 世志徳 同上     在外専門調査員 
（5）評価分析           エドアルド･パンド ローカルコンサルタント 

 
評価のメンバーは下記の通りである。評価メンバー氏名はミニッツの添付 1 に示す。 
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ボリビア側：水資源省基礎サービス次官室 
    各県の水・基礎衛生・住宅課（UNASBVI）（９県）（注） 

（注）県庁内で飲料水供給事業を担当する部署の名称は県によって異なるが、この報告書では総

称として「水・基礎衛生・住宅課（UNASBVI）」の名称を用いる。 

1－4 フェーズ 2 要請書上の協力の枠組み 
（（1）、（2）は 2007 年 8 月の要請内容での案。ボリビア側からの要請の直訳。） 

（1）プロジェクト目標： 
UNASBVI と国立地質・鉱山技術サービス局（SERGEOTECMIN）の能力を強化することに

よりボリビア国内における給水率向上、水資源の長期的視野の下での保護による持続的利用に

貢献する。 

※ SERGEOTECMIN：地質についての研究機関。詳細は 2-4 を参照。 
 

（2）成果： 
1. ボリビア国内の研修機能を強化することによって水セクターの技師の能力が向上する（機

材の維持管理能力を含む）。 
2. 水セクターの技師（UNASBVI、SERGEOTECMIN、市、EPSAs）が井戸の建設や水源開発

に関する必要な知識を得る。 
3. 6 県の UNASBVI が DESCOM-P を引き続き推進する。（※フェーズ 1 との重複） 
4. 生産的活動の実施が促進され、フォローが行われている。（※フェーズ 1 との重複） 
5. 県レベルの水委員会が組織され、本セクターでの財源情報が取りまとめられている。（※フ

ェーズ 1 との重複） 
上記の５つの成果を「研修・調査･維持管理センター」をサンタクルス県・オルロ県の２か

所に設置し強化することで達成するとされている。 

（3）実施機関： 
1．サンタクルス県地下水開発部（PROASU-JICA）、オルロ県水局（2008 年に設立。現在のイ

ンフラ局水・基礎衛生･住居課の機能を拡大させたもの）  
2．水資源省基礎サービス次官室  
 

（4）ターゲット・グループ： 
直接裨益者：9 県の UNASBVI が雇用する技師  
間接裨益者：対象 9 県住民 特に地方部住民 約 300 万人 
 

（5）協力期間：2008 年 6 月～2011 年 5 月（3 年） 
 

（6）協力予算（概算）：本体 6533 万円（2006 年 8 月時点の概算）
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第2章 ボリビアでの水・基礎衛生セクターの現況 

2－1 各県での水局もしくは県水サービス局の現況 
（1）組織の強化について 

本案件フェーズ 1 では UNASBVI の組織強化の一方策として、UNASBVI に財政的自立権を

与えることを推進してきた。UNASBVI の名称は県によって水局（Secretario del agua）や水サ

ービス局（Servicio Departamental del Agua）等様々であるが、2008 年 3月現在の各県のUNASBVI
の位置づけは以下の通りである。 

サンタクルス：公共事業局地下水開発部（PROASU）。県水サービス局を設立準備中。 
オルロ：水局水・基礎衛生・住宅課（UNASBVI）。 

水局内には他に灌漑課、流域管理係等がある。 
タリハ：水局水・基礎衛生･住宅課（UNASBVI）。 

水局内には他に灌漑課、環境課等がある。 
ポトシ：自然資源・環境局水・基礎衛生・住宅課（UNASBVI）。水局を設立準備中。 
ラパス：公共事業局水・基礎衛生・住宅部（DSBVI）。 
チュキサカ：環境局流域管理・水資源部（DACRH）。 
 

（2）予算確保 
各県庁の予算はフェーズ１のプロジェクト最終モニタリング評価ミニッツAnnex3にデータ

を記載しているが、これまでの各県の地下水開発・生命の水関連予算の推移は以下の通りであ

る。 

年間予算（単位：百万 Bs.） 県名・部署名 
2005 2006 2007 2008 

1.サンタクルス県公共事業局地下水開発部 8.00 21.99 17.44 7.99
追加：「生命の水」関連予算 1.62

2.チュキサカ県環境局流域管理・水資源部 4.50 3.60 5.60 7.48
3.オルロ県水局 1.71 1.21 1.71 2.51

追加：「生命の水」関連予算 1.32 3.14 1.87
4.タリハ県水局水・基礎衛生・住宅課 4.50 4.96 5.37 7.98
5.ポトシ県自然資源・環境局水・基礎衛生・住宅課 1.81 1.81 1.81 1.20
6.ラパス県公共事業局水・基礎衛生・住宅部 1.40 1.30 1.30 1.32

 

特記事項は以下の通り。 

1) 各県は無償が実施され井戸掘削事業が開始された年に地下水開発（PRODASUB）用の予算

を確保している。その後、2005 年に「生命の水」（フェーズ 1）が開始された際に、一部の

県では「生命の水」専用の予算を確保した（オルロ県、後にサンタクルス県）。「生命の水」

に関連する予算は、以下の使途に主に使われている。 
 
① 新たに市・村落が給水施設設置を企画した場合の社会面分析（社会面担当技師（Ing. 
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Social）の給料、出張費、会議費等） 
② 市が給水施設設置を設置する際に詳細設計の作成のための技術支援（担当する土木技師

の給料、出張費等） 
③ 市や村落が生産的活動を行う際の技術支援（担当する農業技師の給料、出張費、生産的

活動の初期投資の一部等） 
 

各県には「生命の水」専用予算を確保するか、もしくは「地下水開発」用の予算項目から

「生命の水」用の予算を確実に転用するか、いずれかの方法で予算を確保するよう依頼し

ている。 
 

2) 2008 年の県予算以降、「炭化水素税」による税収の一部が各県に配分されることになり、炭

化水素系の資源（石油、天然ガス）が産出される県（タリハ、サンタクルス、ベニ、パン

ド他）の年間予算が伸びた。タリハ県の 2008 年予算が伸びているのはこの影響である。 
 

3) 一方で、炭化水素税を起源とする県予算については、中央政府と県政府の政治的問題の影響

から、県知事が野党である一部の県への予算配分が極端に削減されている。この影響を大

きく受けたのがタリハ県・サンタクルス県である。タリハ県は炭化水素系資源が非常に多

いため結果的に予算は伸びている。サンタクルス県は水分野に関する予算が削減されたが、

他の予算を転用する等で最低限必要な活動を確保するよう努力している。 
 

4) この結果を受け、フェーズ 1 の最終モニタリング評価で 6 県の組織能力を評価した際には、

予算についてサンタクルス県、オルロ県、タリハ県が「良い」、ラパス県、チュキサカ県が

「必要最低限である」、ポトシ県が「不十分である」という評価を得ている。 
 
（3）各県庁の人員 

人員についてはフェーズ１の最終モニタリング評価ミニッツ Annex 4 に氏名と職名を記載

しているが、2008 年 3 月の時点で各県での人員配置状況は以下の通りである。 

（人）
 サンタ 

クルス 
チュキ
サカ 

オルロ タリハ ポトシ ラパス

１. 合計 
（部長、秘書、運転手等含む） 

50 22 34 28 20 21

（参考）１.のうち、生命の水関連業

務担当（社会面技師、土木、農業） 
5 2 2 2 3 5

注）「（参考）生命の水関連業務担当」については、Annex 4 から「生命の水」担当であることが明らかな人

数だけを抽出したもの。県によっては土木分野等は地下水開発担当の一部が兼務していることもあるた

め、参考程度のデータである。 

特記事項は以下の通りである。 

1) 無償資金協力第一フェーズでは井戸掘削機材を２式、第二・第三フェーズでは 1 式を供与し

ているため、第一フェーズ対象のサンタクルス県・チュキサカ県は必要な人員が多くなる。 
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2) サンタクルス県は 2007 年には 60 人以上の陣容を確保していたが、2008 年の県予算削減に

より確保が難しい状態になっている。 
 

3) オルロ県は無償資金協力で供与された井戸掘削機材一式に加え、「生命の水」（フェーズ 1）
で供与された手掘り井戸機材を県内の業者に製作させ、県内の各市役所に配布するという

活動を行っている。このため、県が雇用する技師 15 名程度と市が雇用する技師を合わせて

掘削技師 34 人以上を UNASBVI のメンバーとして確保している。 
 

4) この結果を受け、フェーズ 1 の最終モニタリング評価で 6 県の組織能力を評価した際には、

人員面に関しサンタクルス県、オルロ県が「良い」、タリハ県、ポトシ県、ラパス県が「必

要最低限である」、チュキサカ県が「不十分である」という評価を得ている。 

2－2 各県レベルの水・基礎衛生委員会 
フェーズ 1 の対象 6 県では全て県レベル委員会（Comité departamental）が設立されている。県レベ

ル委員会は各県内の水・基礎衛生に関連する活動をする団体が集まった組織であり、UNASBVI が長

を務める。各県の委員会の意見を集約する場として県レベル委員会の全国会議（Directorio Nacional de 
Espacios Sectoriales）が 2007 年に発足している。各県の県レベル委員会は県内の関係者の情報共有・

活動調整のほか、水資源省基礎サービス次官室から UNASBVI を通じ、新規法令制定時等の意見表明、

全国レベルでの取組みが期待される事項（特定技術の研修・調査等）に関する意見表明の機能を有し

ている。 

2－3 該当セクターで重要視されている課題 
（1）コチャバンバでの地下水開発 （灌漑次官室） 

コチャバンバでは水収支の計算が不十分なまま県灌漑課が灌漑用井戸の掘削を続けており、

地下水位が下降し既存の飲料水井戸等が枯渇する状況が表面化している。この問題に対し

2007年 10月の全国水セミナーでは憂慮する旨と水資源省で水収支の計算を義務化する旨の規

則を制定するべきという提言が各県と水資源省の共同で署名されており、水資源省法律担当と

JICA 在外専門調査員の間で素案を作成中である。灌漑次官室からは、コチャバンバ盆地（複

数流域）での地下水量の調査を開発調査として日本に実施してほしい旨の打診がある。本プロ

ジェクトにおいては、引き続き水資源省の法律策定の動きを支援しつつ、調査研究の 1 項目と

して水収支の計算のために必要なデータの有無の調査をいくつかの地域のみで取り扱うこと

とする。必要に応じ、並行して開発調査の案件形成を行っていく。 

（2）総合的水資源管理・流域管理（流域管理次官室） 
灌漑用水による農薬等での汚染（コチャバンバ、タリハ他）、鉱山地域周辺の鉱害問題（ポ

トシ、オルロ）等で水質管理が問題となっており、流域管理次官室が対処している。要請書に

は水質管理についてフェーズ 2 での研修・調査の取り扱い項目に含めたい旨と、水質分析機材

の供与が記載されているが、その後口頭で村落での給水施設から持ち込まれる水サンプルに対

し、サンタクルス県及びオルロ県で水質分析ができるようにしたい、という説明を受けている。

各県庁が水質ラボラトリを持つ動きは一部ドナーの協力によってタリハ等で始まっているが、

サンタクルス・オルロについても水質分析機材を供与し、村落での給水施設の水質の定期的チ
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ェック（開始時は年 1 回程度を想定）を実施する。 

2－4 国立鉱山・地質技術サービス局の活動状況 
国立鉱山・地質技術サービス局（SERGEOTECMIN）は、鉱山冶金省の外郭組織として、全国の地

質データ・水質分布（大局的なもの）を管理している。各県での地下水開発のデータを統計的に処理

するための共通フォーマットを作成しており、全国水セミナーにおいて各県にデータの提供の呼びか

けを行った。SERGEOTECMIN は同団体が所有する共通フォーマットでのデータ蓄積が進んだ場合、

将来的に地下水の使用規制のための法令作成に役立てたいと説明している。本プロジェクトとしても

SERGEOTECMIN のフォーマットを活用し、法令作成につながることを支援したい。ただし、法令そ

のものの成立には不確定要素が大きいためにプロジェクトの活動とはしない。 

2－5 大学等 
フェーズ 1 を通じ、下記の公立大学とセミナー実施等の関係が構築されている。 

・ サン・アンドレス大学（UMSA、ラパス県）：大学の要請により、県庁技師が地下水開発と社

会面支援についてのセミナーを複数回実施。 
・ オルロ工科大学（UTO、オルロ県）：大学の要請により、県庁技師が地下水開発と社会面支援

についてのセミナーを複数回実施。 
・ サン・フランシスコ・ハビエル大学（チュキサカ県）：水の持続的利用のためのイベントを県

庁と共同実施。カナダの支援により給水事業分野専門の修士コースが設立されている 
 

私立大学でも複数回のセミナーが実施されている。水資源省では、公立・私立大学と提携し大学に

修士号コースを発足させ、地下水開発、社会面分析、法律等の単位が履修できるようにする、大学の

論文作成やインターンを水資源省・県庁で受け入れ、調査研究等の活動の補助をしてもらう等が検討

されている（注）。 

（注）ボリビアの大学ではインターンに参加することを卒業の必修科目としているところが多い。 

しかしながら大学側との調整状況は未だ不十分の様子であるし、現時点で大学側では特に給水事業

に関する特筆すべき活動はないため、今回のフェーズ 2 の開始時においては現在のセミナー・イベン

ト共同実施の状況を継続、もしくは新規の大学を開拓するにとどめる。また、プロジェクト実施中に

大学との調整が行われ、水資源省や各県 UNASBVI 等と具体的な協定が締結された場合には、プロジ

ェクトから活動経費を支援することを前向きに検討する。 

2－6 他ドナーの動き 
飲料水供給分野のドナー（UNICEF､SNV、IDB、EU、gtz 等）については、ドナーテーブル等を通

じこれまでも情報収集できており、大きな変化はない。また、JICA が提案するフェーズ 2 の内容に

ついて基本的に賛意を示しており、具体的内容を意見交換しているところである。 

・ IDB との具体的な連携の可能性を検討する（現在のところ具体的な案はないが、IDB からプ

ログラム PROAGUAS と JICA ASVI とでプロジェクト間の協定を結びたい旨の打診があっ

た。） 
・ FUNDASAB（ボリビア水・基礎衛生基金）との関係：gtz 等ヨーロッパのドナーが中心とな

って数年前に水資源省 VSB に発足させた技術支援のための活動に資金協力する基金。都市
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部・都市周辺部・地方部の全ての給水事業の技術支援を対象とする。発足当初、組織の性格

を民間にしてしまったため、公的機関である水資源省が直接操作しにくくなった等の諸事情

により、具体的な活動が行われておらず、2 月に入り正式に本基金を廃止することが口頭で

水資源省 VSB から表明された。本フェーズ 2 に対し、水資源省 VSB や gtz からは FUNDASUB
が行おうとしてきた活動と関連付けたいと打診を受けている。フェーズ 2 の構想はこれまで

の日本の協力経験を活かして地下水開発及び地方部での給水事業に目標を絞って小さな目標

から確実に発足させたいと考えており、また、FUNDASAB との関連付けといっても具体性

に欠けることから、発足時には FUNDASAB と関連付けず、発足後地下水開発及び地方部で

の給水事業についての技術支援が軌道に乗った頃に FUNDASAB 側から具体的な提案があれ

ば適宜検討することとする。
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第3章 プロジェクトの計画立案 

プロジェクトの詳細についての議論の結果は事前評価ミニッツに取りまとめた。付属資料 4 参照。

ここでは同ミニッツの記載事項に基づき、日本側関係者間で議論があった点を補足しながら内容を取

りまとめる。 

3－1 プロジェクトの考え方 
プロジェクトのフェーズ 1 に引き続き、県の現在の村落給水事業の実施能力の更なる強化を目指す。

具体的には、①県間の連携協力のために設立された拠点を強化し、②フェーズ 1 を通じ特定された技

術項目についての研修機能、③市・村落への支援体制、④地域適正技術についての調査研究機能をそ

れぞれ強化し、定着させることを目標とする。 

県間の連携協力を強化する拠点としては、水資源省基礎サービス次官室と９県の UNASBVI 合同で

生命の水技術センター（Centro Tecnológico ASVI-JICA）が設立されており、水資源省基礎サービス次

官室内に全国事務局、オルロとサンタクルスに地方事務局が置かれている。この技術センターを組織

強化する。また、現在各県及び全国レベルで設立されている「水審議会」を技術研修・調査研究の情

報交換及び需要把握の窓口として活用する。 

西文での概念図はミニッツの添付２のとおりである。和文での概念図は本報告書の付属資料 5 を参

照。 

3－2 PDM と PO 
プロジェクトの内容は以下のとおりとする。 

・ 名称「生命の水 フェーズ 2」とする。 
（プロジェクト実施機関） 

・ 事業実施機関 ９県の UNASBVI 
・ 責任機関 水資源省基礎サービス次官室 
・ プロジェクト事務所 水資源省基礎サービス次官室とサンタクルス県庁、オルロ県庁にそれ

ぞれ事務局を設置することとする。 
・ プロジェクト実施期間  

 
日本との共同プロジェクトとしては 2008 年 6 月から 2011 年 12 月の３年７か月 

その後 2013 年までの５か年計画としてボリビア側で継続実施する。 

事前評価ミニッツは日本側にとっては、プロジェクト期間のみ有効な文書であるが、各県からは、

本ミニッツをプロジェクト実施後も予算確保の根拠書類とするために、５か年有効な文書として署名

したいという意見を表明されている。ボリビアの県の事業計画は５か年計画で運営されているため、

ボリビア側の予算措置のためにボリビア側プロジェクトとして 2013 年まで実施する旨を記載した。 

・ 裨益者 
（直接裨益者）９県の UNASBVI の職員 約 300 名、水省基礎サービス次官室担当 2 名及び

関連団体職員 
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（間接裨益者）９県において県の給水事業によって裨益する住民 31 万人 
 

プロジェクトの PDM の詳細は事前評価ミニッツの添付 3 の通りである。その後、R/D 署名時に若

干の修正が行われた（R/D の別添 2 を参照）。和文での PDM は付属資料 6 を参照。概要は以下の通

り。 

上位目標：全国地方部給水率の向上及び保健指標の改善に貢献する。 
プロジェクト目標：県の村落給水事業の持続的実施能力が強化される。 
成果 
①【県間の連携協力の拠点の組織強化】（全国９県と水資源省基礎サービス次官室によって）生

命の水技術センターが機能強化される。 
②【研修機能強化】（全国９県と水資源省基礎サービス次官室によって）水資源省基礎サービス

次官室、９県の UNASBVI、市及び水道事業体に対する、研修実施体制が確立する 
③【県・市・村落の協働体制強化】井戸掘削・給水施設計画段階から県・市・村落の協働体制が

構築・継続されるとともに、（全国９県によって）市・村落・村落の水委員会での給水施設の

維持管理状況・水質状況の確認、生産的活動、緊急対応の体制ができる。 
④【調査研究機能強化】（全国９県と水資源省基礎サービス次官室によって）生命の水技術セン

ターが地域適正技術開発のために調査研究を持続的に実施できるようになる。 
⑤【水審議会の組織強化】（全国９県と水資源省基礎サービス次官室によって）県レベル及び国

レベルの水審議会が強化される。 
 

プロジェクトの活動計画はミニッツの添付４のとおりである。R/D の署名時に若干修正されている

（R/D の別添 3 を参照）。活動計画の和文版は本報告書の付属資料 7 のとおりである。 

3－3 ASVI 技術センター運営体制 
技術センターの運営体制はミニッツの添付 5 のとおりである。和文での体制図は付属資料 8 のとお

り。 

（1）理事会（directorio） 
機能：執行部が作成する年間計画を承認する。 
メンバー：水資源省大臣、各県知事 
 

（2）執行部（coordinación nacional） 
機能：年間計画を作成する。 
メンバー：水資源省基礎サービス次官、各県 UNASBVI の長 
 

（3）技術部会（áreas técnicas） 
機能：特定の技術テーマに対し活動計画を策定する。現在の PDM に基づき少なくとも研修

部会、市他への支援部会、技術改良部会の３つが必要と考えられる。 

メンバー：各県の UNASBVI の職員の中から、テーマに応じて有志で構成する。 
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（4）事務局（coordinación regional） 
機能：実行委員会の決定に従い、事業実施を補佐する。 
得意分野・地域性に応じて研修や調査研究のテーマを分担する。 
サンタクルス及びオルロに設置する。 
メンバー：サンタクルス事務局 サンタクルス県庁から３名、JICA から 2 名 
オルロ事務局 オルロ県庁から３名、JICA から２名 

3－4 プロジェクト運営体制 
本プロジェクトの実施を補佐するため、本プロジェクトの 2 つの機能を定着させる。 

（1）合同調整委員会 
1) 機能 

・ PDM の枠組みに沿った年間活動計画を承認する。 
・ 年間活動計画およびプロジェクト全体の進捗を確認する。 

少なくとも 1 年に 1 回、もしくは必要なときに適宜開催する。 
 

2) メンバー 
ボリビア側 
・ 水資源省基礎サービス次官室次官（議長） 
・ 全国９県の UNASBVI 長 
日本側 
・ JICA ボリビア事務所 所長 
・ プロジェクト専門家・コンサルタント 

 
－必要に応じボリビア計画省（VIPFE）、在ボリビア日本大使館や議長の承認を受けた者が参

加する。 
 

（2）実行委員会 
1) 機能 
プロジェクトの活動を計画・運営・モニタリング・調整・評価する。 
少なくとも 2 か月に 1 回程度、もしくは必要なときに適宜開催する。 
 

2) メンバー 
ボリビア側 

水資源省基礎サービス次官室 担当 
サンタクルス県及びオルロ県の UNASBVI 長及び担当 

日本側 
プロジェクト専門家・コンサルタント 
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3－5 県毎の活動上の留意事項 

3－5－1 フェーズ 1 参加の 6 県のうち、サンタクルス・オルロ県以外の 4 県扱い 
フェーズ 1 対象６県のうち、サンタクルス・オルロ以外の 4 県からは、フェーズ 1 の活動の継続を

要請されている。しかしながら、JICA のプロジェクトとしては、フェーズ 1 の目標として「6 県中 4
県の組織強化が確認されること」と設定しており、この目標は達成見込みである。このため、ボリビ

ア側が自立的にフェーズ 1 の活動を継続していくための仕組み（要請に応じファシリテーターをサン

タクルス・オルロ県もしくは水資源省から派遣する等）を上記センター内に設立することとし、4 県

の活動継続に関する JICA の参加は基本的に打ち切ることとする。ただし、生産的活動に関しては、

効果の発現に時間がかかると考えられるため、フェーズ 2 の活動の一環としても支援していく。 

3－5－2 フェーズ 1 に参加していない 3 県の扱い 
3 県ともフェーズ 1 の後半からフェーズ 1 で実施したセミナーに参加する等で情報共有が進んでい

る。各県が県の事業として村落部の給水事業を本格化させる場合は、サンタクルス県が他県への技術

支援を行う準備がある旨を表明している。 

（1）ベニ県：UNASBVI が比較的組織力があり、県庁所有の井戸掘削機材がない現状でも掘削作

業を民間企業に委託して給水事業を実施していること、気候的に雨水・表流水源からのシステ

ム建設も期待が持てること、プロジェクト開始時点（2008 年 6 月）から研修・技術支援等を検

討していく。表流水源からのシステムについては開発調査の結果を待つ。 
 

（2）パンド県：UNASBVI の組織力が弱く、コビハ近隣に掘削作業を委託できる民間企業がない

ため、地下水源での県の給水事業開始には見返り資金等で調達する井戸掘削機材が必要と考え

られる。気候的に雨水・表流水源からのシステムも期待が持てる。表流水源からのシステムに

ついては開発調査の結果を待つ。 
 
ベニ県・パンド県において開発調査実施中（2009 年 1 月終了見込み）。開発調査の結果を待ち、地

下水源と表流水水源による給水事業の経済効率を確認した上で、地下水開発が必要であればボリビア

側の見返り資金プロジェクトとして、案件形成を水資源省に提案するか、もしくは日本側に無償資金

協力として井戸掘削機材供与を検討する。2009 年ごろから技術支援を本格化する必要あり。 

（3）コチャバンバ県：UNASBVI が実質上存在しない。水部（dirección del agua）が名目上設立さ

れているが、人員不足等で機能していない。飲料水専門の課は設立されていない。現在県庁は

井戸掘削機材を持たないが農業部灌漑課が灌漑用の井戸掘削及び掘削後の社会面フォローでは

豊富な経験を持つ（井戸掘削は民間企業に外注）。飲料水に関しても灌漑課と同様の手法で事業

開始が可能である。井戸掘削機材についてはボリビア側資金の見返り資金プロジェクトとして

井戸掘削機材の同県への供与が水資源省から計画省に宛てて申請されているが、計画省内で手

続きが止まっている。見返り資金プロジェクトが最も円滑に進んだ場合を想定し、また

UNASBVI 設置のための調整を支援していき、早ければ 2009 年 1 月からの活動参加を検討して

いく。 
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3－6 両国側の負担事項 
（1）ボリビア側負担事項 

1) 水資源省基礎サービス次官室 
- プロジェクトオフィスの確保、家具・文具類の供与 
- 必要人員の配置 水資源省側のプロジェクトコーディネーター2 名（専属） 
- （将来的に）オルロ県、サンタクルス県に派遣するファシリテーターの人件費（合計 4 名）：

プロジェクト開始時は日本側で 100%負担するが、毎年の協議の上負担率を変更していく。 
 

2) オルロ県、サンタクルス県 
- プロジェクトオフィスの確保、家具・文具類の供与 
- 必要人員の配置：物理探査技師、水理地質技師、掘削技師、機械技師、総務担当、情報シ

ステム担当、測量技師、社会面担当、生産面担当、運転手、在庫管理、秘書等の少なくと

も 13 の専門性を備えた 25 人以上の技師の配置（フェーズ 1 の C/P がフェーズ 2 でも同様

に C/P となる） 
- 本プロジェクト専任のコーディネーターの配置（最低 3 名、専属） 
- 車両（運転手及び燃料費含む） 
- 掘削機材、車両、調査用機材の維持管理・更新計画を立て、実施すること。 

 
3) フェーズ 1 に参加した４県 

- 必要人員の配置：物理探査技師、水理地質技師、掘削技師、機械技師、総務担当、情報シ

ステム担当、測量技師、社会面担当、生産面担当、運転手、在庫管理、秘書等の少なくと

も 13 の専門性を備えた 25 人以上の技師の配置 
- 本プロジェクト専任のコーディネーターの配置（最低 1 名、専属が望ましい） 
- 車両（運転手及び燃料費含む） 
- 掘削機材、車両、調査用機材の維持管理・更新計画を立て、実施すること。 
 

4) フェーズ 2 に新規参加する３県 
- （井戸掘削機材を所有し、県の事業として地下水開発が可能になった時点で）必要人員の

配置：物理探査技師、水理地質技師、掘削技師、機械技師、総務担当、情報システム担当、

測量技師、社会面担当、生産面担当、運転手、在庫管理、秘書等の専門に対応する 25 人以

上の技師の配置 
- 本プロジェクト専任のコーディネーターの配置（最低 1 名、専属が望ましい） 
- 車両（運転手及び燃料費含む） 
 

5) ボリビア側はこの他に、県独自のイニシアティブにより給水率向上のためのそれぞれの取組

みを実施する。 
 
ミニッツには上記の事項の加えて、「人材の安定性は県による給水事業実施のために非常に

重要であり、各県は研修により能力向上した技師が交代しないよう人材の安定性を確保する。

安定性が確保されない場合は、JICA の協力は撤退する。」という文章が追加された。これは各
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県庁の技師から提案され、県庁内での人材の安定性の重要性を県庁内部で説明する際にこの文

章があると役立つと説明されたものである。JICA 側には特に異存なかったため、追記した。 

（2）日本側負担事項 
1) 専門家及びコンサルタントの配置 

・ チーフアドバイザー/地下水開発（日本人専門家、水資源省内） 
・ 全国コーディネーター（ローカルコンサルタント、水資源省内） 
・ 総務担当（ローカルコンサルタント、水資源省内） 
・ 地域コーディネーター及びその補佐 
・ （ローカルコンサルタント、オルロ県庁及びサンタクルス県庁内） 
・ 短期専門家 

（日本人専門家及び第三国専門家。専門テーマは給水システム、物理探査、その他必要

に応じ決定する） 
 

2) 機材 
予算の範囲内で水質ラボラトリ機材、井戸掘削機材スペアパーツ、水質分析用車両等の供与

を行う。 
 

3) 研修参加費 
C/P の近隣国もしくは日本への研修参加費。プロジェクト全体期間で 10 名程度。 
 

4) 活動費 
・ 日本側メンバーの活動費（文具類等は県庁が負担） 
・ 一部の生産的活動への資金支援 

 
（3）本プロジェクトの「貧困地域飲料水供給プログラム」内での位置づけ 

本プロジェクトは本プログラムの中の農村部飲料水供給サブプログラムの要となる活動に

なる。 

サブプログラム目標：農村部での給水率が 2010 年までに 61.4%に改善される。 
          （2005 年給水率 51.4%） 
本プロジェクト目標：全国の地方部給水率が 2011 年までに 65%に改善される。 
 
これにより、2015 年までのミレニアム開発目標に基づき水資源省が設定している 60.41%を

2011 年時点で達成する見込みである。 

（4）同プログラム内の他の投入との関連 
1) ボランティア 

2008 年 5 月現在、フェーズ 1 に関連し下記の 10 名のボランティア（青年海外協力隊員）を

派遣中または要請中である。 
・ 水資源省基礎サービス次官室（プログラムオフィサー1 名） 
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・ サンタクルス県（土木、野菜それぞれ 1 名派遣中、自動車整備 1 名要請中） 
・ オルロ県（陶芸、野菜それぞれ 1 名） 
・ タリハ県（村落開発普及員、土木それぞれ 1 名） 
・ ポトシ県（村落開発普及員 2 名） 

 
フェーズ 2 に関連し、水理地質の専門性のシニアボランティア、水質検査技術の専門性の青

年海外協力隊員等のボランティアの追加派遣を検討していく。 
 

2) 開発調査 
2009 年 1 月までの予定で実施中である。
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第4章 評価 5 項目による事前評価 

4－1 妥当性 
<ボリビア側の政策との合致> 

ボ国政府は 2001 年に「基礎衛生国家開発計画」を策定し、同計画の政策４本柱の１つ“尊厳あるボ

リビア（Bolivia Digna）”で基礎サービスの充実を掲げている。この中で「持続的な水・衛生・ゴミ

サービスの全国民に対する普及や適切な「水の文化」の形成を通じ、全国民の生活の質向上に貢献す

る」ことを打ち出した。その中のコンポーネントの一つとして「村落部や先住民族における水と衛生」

を設定し、「村落部共同体、先住民族の村などにおける水と衛生サービスの質と普及率の向上」と「（中

央・県・自治体等の）管理能力の改善、共同体開発、共同体のエンパワメントを伴った持続可能性の

確保」を掲げて取組を行っている。 

また、水基本法（Ley de Agua para la Vida）、水・基礎衛生分野セクター計画、同社会面配慮戦略は

本案件の方向性を参考に現在作成中である。2006 年 3 月に水資源省は水を通じた村落開発モデルを

省令としており井戸掘削事業のみでなく掘削後の給水施設の持続的利用も含めて県の事業として認

識されている。 

水資源省基礎サービス次官室が所管している基礎サービス事業については、ボ国中央政府はサービ

ス事業の実施は県の所管事項であることを明確に打ち出しており、現在は県の実施能力の強化が課題

である。また、県レベルにおいては本案件は日本と共同で実施された「地方地下水開発プログラム」

を補完するものとして位置づけられている。 

<日本の援助政策との合致> 
ボ国側政府閣僚と共に日本側の援助政策に関する協議が 2006 年 6 月（政策協議）、2007 年 8 月（国

別援助計画作成に関する現地協議）に実施されており、貧困地域への飲料水供給は日本側の重点援助

プログラムの１つとして位置づけられている。この「貧困地域飲料水供給プログラム」は 2007 年に

JICA プログラムとして戦略化されており、本案件はそのうちの村落部への飲料水供給支援関連の活

動の中核的プロジェクトとして位置づけられる。日本側協力方針として掲げられている「人間の安全

保障」に対しても、脆弱な貧困層（安全な水の供給を受けていない人々）を保護しボ国側の関係者の

能力を強化するという本アプローチは合致する。 

<フェーズ 1 の提言との関連> 
フェーズ 1 で提言した、先進的県から他の県への研修・技術支援の強化、地域適正技術の研究開発、

市町村への支援体制の強化（水質の定期的モニタリングを含む）等の内容を受けてプロジェクトの内

容が設計されている。 

4－2 有効性 
本プロジェクトはフェーズ 1 での成果を踏まえ、ボ国内で村落給水事業を実施する自立的な体制が

構築・強化されることを目指す。具体的にはフェーズ 1 で先進的な成果を上げている県が他の県を指

導すること、また先進的な県においては不足している技術項目をさらに強化し、地域適正技術を開発

し普及させていくことを目標とする。これらの活動は活動が遅れている県、特に現在村落給水事業を

開始していない県に対しても、継続的に国内から支援できる体制を構築することとなる。 
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プロジェクト目標として県の村落給水事業を持続的に実施するための体制強化を設定し、それを達

成するために現在課題として認識されている５点（連携協力の拠点の設立、研修機能強化、市・村落

の水委員会への支援体制強化、調査研究能力強化、県レベル水審議会の強化）を成果として設定して

いる。 

プロジェクト目標に対する外部条件として他県の UNASBVI の積極的な参加、市・村落の積極的な

参加、本セクター内での関係組織間の良好な関係等が考えられる。これらの点は、プロジェクト実施

を通じて水資源省基礎サービス次官室等を中心に調整していくことで有効性が高まると考えられる。 

4－3 効率性 
本プロジェクトでは５つの成果を設定し、その成果を通じてサンタクルス県及びオルロ県に設置す

る技術センター事務局の機能を定着させることを目的とする。３つの機能（研修・市等への支援・調

査研究）と技術センターそのものの組織強化、さらに技術センターへの意見交換の窓口になる水審議

会の強化を成果として設定している。 

これらの活動をボ国内の講師・技師や既存の機材・施設を活用することによって効率よく実施する。

技術センターの地方事務局を２か所設置することによって、地域特性の異なるボリビア国内での情

報・人材の効率的活用が期待できる。 

さらに予算的にはプロジェクト期間を通じ各県の予算の確保を支援していく。理想的な形は国家一

般予算から直接、一定の割合の予算が同セクターに配分されることであり、この提言が各県から水資

源省基礎サービス次官室に対してなされている（2006 年 10 月）。この一定の割合の配分が可能かど

うかも注視していく。 

4－4 インパクト 
本プロジェクトでは活動の一環として村落給水の持続性を支援する体制の確立がある。これが上位

目標達成に向けた自立的な活動に貢献すると考えられる。 

上位目標は全国地方部給水率の継続的な向上と、それによる地方部での生活の質（特に保健衛生）

の改善である。2011 年までの全国地方部給水率はプロジェクト目標としてプロジェクトで直接デー

タを確保していくことができるが、その後、地方部給水率が引き続き向上していくために、ボ国側は

本プロジェクトを日本側との３年７か月のみでなく、各県で５か年計画に記載するための準備をして

いる。ボ国内の計画とプロジェクト計画が一連のものとして計画されていることで、本プロジェクト

での活動が継続的に実施されることが期待できる。 

インパクトへの外部条件として、この５か年計画での給水事業計画を確実に遂行していくこと、ま

た水因性疾患の発症率を下げるために他セクター（保健等）との連携が行われることの２つを考慮す

る必要がある。 

4－5 自立発展性 
（政策面・財政面）ボ国側は本プロジェクトを日本側との３年７か月のみでなく、各県で活動を定着

させ予算を確保するための５か年計画に記載するための準備をしている。ボ国内の計画とプロジェク

ト計画が一連のものとして計画されていることで、本プロジェクトでの活動が継続的に発展すること

が期待できる。 
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（体制面）本プロジェクトでは強化された県が他の県を支援する体制を作り、研修や調査研究を自ら

実施する体制になる見込みである。市等に対しても持続的に支援する体制づくりが成果になっており、

自立発展性が期待できる。 
 
（技術面）フェーズ 1 を通じて問題点とされていた、井戸掘削機材・調査用機材・車両等の資機材の

維持管理を強化するために各県合同でのスペアパーツの在庫管理システムの設立を活動に盛り込ん

でいる。自立発展のために阻害要因と考えられている上記問題に対応することで自立発展性を高める

内容となっている。 
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第5章 R/D 署名までの確認事項 

5－1 ASVI 技術センターの法律的位置づけの明確化 
水資源省提出の要請書によれば、本センターは予算・人員面では県の組織として位置づけ、水資源

省 VSB が技術的内容への指導・連絡調整を行うこととされている。このため、組織の発足及び持続

的発展のためには県の組織として予算・人員確保のための県令が必要である。また、その後

FUNDASABと関連付ける等で活動を拡大させる場合は水資源省等での省令での位置づける必要があ

る。 

３月の事前評価時点でサンタクルス県で県令の素案が完成しており、事前評価ミニッツの署名を受

けて県令化の手続きを開始した。本案件で扱う活動の自立発展性確保のため、少なくとも県令にて「オ

ルロ県及びサンタクルス県は 2008 年 5 月までに、本プロジェクトに関する研修・調査研究・技術支

援事務局機能を県庁内に設立させるため、その法律上の位置づけを明確にした県令を成立させ、県令

の写しを JICA 事務所に提出すること。」 

法律的位置づけ、人員・予算の確保が確認されることをプロジェクト実施前の前提条件として位置

づけ、少なくとも 1 県で成立することを R/D 署名前に確認することとした。5 月に文書にてオルロ県

で県令が成立したことを確認したため（付属資料 9 参照）、R/D 署名の準備を進めることとなった。

プロジェクト開始後もこの 2 県で県令を成立させることを留意事項として合意した。 

5－2 予算・人員の確保 
要請書では各県で C/P や活動予算を計上する旨が記載されており、またサンタクルス県及びオルロ

県ですでに 2008 年度年間計画（POA）に本センターの活動経費が記載されているという報告がある

が、事前評価時点ではその詳細が不明であったため、後日各県から予算の準備状況を報告することと

した。特に各県の予算措置はプロジェクト実施期間（3 年間）のみではなくその後も継続して措置さ

れる必要がある旨を説明し、5 月までに人材・予算の準備状況を JICA に報告することとした。5 月

になり各県の予算を確保した旨の報告があったため、R/D 署名の準備を進めることとした。 

5 月に報告された予算措置の概要は以下の通りである。 

ボリビア財務省の公式データを元に、財務省から正式に承認を受けた金額を記載している。 

各県の予算措置状況 

単位：百万 Bs. 

 サンタ 
クルス 

チュキ

サカ オルロ タリハ ポトシ ラパス ベニ パンド
コチャ

バンバ

村落給水用予

算 
11.3 5.6 1.7 7.3 2.3 1.4 2.6 4.0 16.4

（上記のうち、

「生命の水」用

予算） 
- - 0.9 - - - - - -

 
特記事項は以下の通り。 

1) 「2-1 各県での水局もしくは県水サービス局の現況」の項で記載した予算額から、各県での
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修正予算が組まれた結果、若干修正されている。 
 

2) 2008 年予算は、オルロ県のみが「生命の水」用の予算を別枠で確保している。 
 

3) サンタクルス県は 3 月時点で不足していた予算を若干回復させた。 
 

4) 3 月時点の予算額から伸びがない・減少しているのはチュキサカ県、オルロ県、タリハ県で

ある。これらの県には引き続き予算確保のための努力を依頼している。 
 

5) ベニ県は 500 人以上の人口の村落用の予算として 1.0 百万 Bs.、500 人を超える人口の村落

用の予算として 1.6 百万 Bs.をそれぞれ確保している。当面必要となっている本プロジェク

ト用のコーディネーターについては、水・基礎衛生・住宅課が現在他の事業のスーパーバ

イザーとして雇用している技師を兼務させることとした。 
 

6) パンド県は現在 5000 人以下の人口の地域（地方部と一部の都市部）用の予算として 4.0 百

万 Bs.を確保している（ボリビアでは 2000 人以下の人口の地域を「地方部」と分類する）。

当面必要となっている本プロジェクト用のコーディネーターについては、水・基礎衛生・

住宅課が現在他の事業のスーパーバイザーとして雇用している技師を兼務させることとし

た。 
 

7) コチャバンバ県は C/P の一部となる見込みの灌漑課・環境部等で他のプロジェクトの予算と

して上記の金額を確保している。当面必要となっている本プロジェクト用のコーディネー

ターについては、灌漑課が現在他の事業のスーパーバイザーとして雇用している技師を兼

務させることとした。 
 

5－3 各県の目標設定 
本プロジェクトのプロジェクト目標として、2011 年末までの給水事業の目標値を設定することを

決定したが、事前評価のための 3 月のセミナーでは各県の UNASBVI は 2011 年末までの給水事業の

目標値を手元に持っていなかった。このため、各県はセミナー終了後、それぞれ５か年計画等を元に

目標を設定し、2008 年 4 月に JICA 関係者が各県に訪問する際に JICA に説明することとした。 

その後の各県訪問にて確認された目標値をもとに、以下の通り目標設定のための試算を行った。 

 
（参考） 

ボリビアの正式な統計データとしての最新の給水率数値は国立統計院による 2001 年国勢調

査時のデータである。その後、毎年水資源省が独自に報告している数値がある。水資源省では

給水率を計上する際に、各団体がそれぞれに建設した給水施設の裨益人口を単純に合計してい

る。ただし、この計算方法では地方部での人口増加を考慮しておらず、また既存の給水施設が

存在していた地域等に新たに給水施設を追加した可能性もあるため、名目値に過ぎない。この

ため、既存の給水施設が存在していたと想定される地域の裨益人口を差し引いてより実質的に
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期待できるであろう目標値を算出する必要がある。 

本プロジェクトのフェーズ１の最終モニタリング時には（同報告書「3-4 プロジェクト目

標達成状況（見込み）」参照）、人口増加や既存の給水施設についての考慮を反映したプロジェ

クト独自での試算値を算出した。 

事前評価調査としては、2011 年末までの目標値を設定するために、同様の算出方法に基づ

き下記の試算を行った。 

1) 各県の 5 か年計画に基づく裨益人口見込み(名目値) 
単位：人 

県名 2008 2009 2010 2011 計 
サンタクルス 57,023 102,642 102,642 102,642 364,949 
チュキサカ 7,666 7,602 8,717 7,245 31,230 
タリハ 12,600 15,000 15,000 15,000 57,600 
オルロ 720 560 930 680 2,890 
ラパス 12,607 12,607 12,607 12,607 50,428 
ポトシ 3,678 6,955 11,899 8,383 30,915 
ベニ 4,075 12,141 12,141 12,141 40,498 
パンド 1,952 2,503 1,982 1,982 8,419 
コチャバンバ 2,050 12,300 12,300 12,300 38,950 

計 102,371 172,310 178,218 172,980 625,879 
 

2) 上記 1)の裨益人口見込みに基づく、各県の地方部給水率見込み(名目値) 
単位：% 

県名 2008 2009 2010 2011 2015 年ミレニアム 
開発目標での数値 

サンタクルス 77 95 100 100 69 
チュキサカ 54 56 59 61 56 
タリハ 67 76 85 95 61 
オルロ 53 54 54 54 59 
ラパス 54 56 57 58 58 
ポトシ 55 56 59 60 59 
ベニ 59 68 77 87 51 
パンド 48 55 60 65 52 
コチャバンバ 43 45 47 49 62 

計 60 65 68 73 60 
 

3) 各県の地方部給水率目標値（実質期待値） 
各県の人口増加や既存給水施設のある割合などを考慮した上での試算値は下記の通りであ

る。 



 

 5-4

 
単位：% 

県名 2008 2009 2010 2011 
サンタクルス 70.54 77.48 83.83 90.05
チュキサカ 53.29 55.14 57.35 59.15
タリハ 62.01 65.87 69.73 73.51
オルロ 52.96 53.08 53.29 53.43
ラパス 53.65 54.49 55.32 56.14
ポトシ 54.74 55.42 56.63 57.46
ベニ 58.63 68.16 77.49 86.62
パンド 48.39 55.05 60.10 65.04
コチャバンバ 43.36 45.21 47.06 48.87

計 58.48 61.05 63.70 66.20
 
この試算を受け、本プロジェクトの目標値（2011 年末まで）は 65%と設定している。 
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第6章 R/D 署名に向けた作業過程 

6－1 スケジュール 
4 月上旬-中旬 各県知事への説明（各県を訪問） 
4 月末まで 各県の目標値確認 
5 月 ・サンタクルス県・オルロ県での県令作成状況の確認 
 ・各県の予算・人員の配置状況の確認 
5 月 29 日 R/D 署名 署名した R/D は付属資料 10 のとおり。 
6 月 16 日 プロジェクト開始 

6－2 R/D 署名時の変更事項 
（1）PDM、PO の一部修正 R/D 別添 2、3 のとおり 
（2）ボリビア側イニシアティブによるプロジェクトリスト R/D 別添 9 のとおり 
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第7章 過去の類似案件からの教訓の活用 

本案件の計画にあたっては、本案件のフェーズ１や「貧困地域飲料水供給」プログラム内での他の

活動からの教訓が考慮され、活用された。以下は主な教訓の点とフェーズ 2 での対処方針である。 

考慮点 フェーズ 1 フェーズ 2 

1.C/P の決定 フェーズ 1 では中央政府と県の

両者が C/P であった。このこと

で情報共有の円滑でない２つの

レベルを結びつけることができ

た。 

中央政府に県レベルでのプロジェ

クトの成果を反映すること、また

水セクターの他ドナーとの調整も

円滑に行うことを意図して引き続

き両者を C/P とする。 
2.投入の選択 日本人長期専門家の投入がな

く、ローカルコンサルタント主

体の事業実施となったが、本案

件では JICAボリビア事務所セク

ターコーディネーター（日本人）

の支援があり、全体にうまく運

営された。 

引き続きローカルコンサルタント

を最大限活用しながら、日本人専

門家の投入により、日本の技術協

力の良さ（綿密な計画策定、関係

者間の綿密な調整等）を活かし、

協力効果を最大限のものとするよ

うに努力する。 
3.関係者の安定性

(日本側) 

日本側プロジェクトメンバーや

セクターコーディネーターに変

更が少なかったこと、同じ専門

家が繰り返し派遣されたこと

で、ボ国・本セクターの事情を

理解した人が活動することで

き、効率性が上がった。 

日本側の関係者の安定性を確保で

きるように調整する。 
 

4.ファシリテータ

ー/JICA で契約のロ

ーカルコンサルタ

ントの役割につい

て 

複数の県でファシリテーターの

役割についての誤解が生じた。 
ファシリテーター（もしくは JICA
契約のローカルコンサルタント）

を配置する際はその役割を明確に

する。 

5.先方負担と自立

性 

ボ国側の分担を徐々に増やした

ことで先方の自立性を高めてい

った。 

技術センター事務局で勤務する地

域ファシリテーター2 名とその補

佐 2 名をプロジェクト開始当初は

日本側投入として配置するが、プ

ロジェクト期間を通じ水資源省基

礎サービス次官室または県庁から

配分できるよう調整する。 
6.水資源省基礎サ

ービス次官室の関

与(1) 

水資源省基礎サービス次官室内

にプロジェクトオフィスを置い

たことで、先方政府の意向や関

連情報を迅速かつ綿密に把握す

ることができた。 

引き続き水資源省基礎サービス次

官室内にプロジェクトオフィスを

置く。 

7.水資源省基礎サ

ービス次官室の関

与(2) 

水資源省基礎サービス次官室か

らのオフィス供与はあったもの

の、職員の関与が少なかった。 

ボ国側のプログラムマネージャー

として、また本プロジェクトの責

任機関としての水資源省基礎サー

ビス次官室の能力を強化する。本

プロジェクトの担当を確保し積極

的な関与を引き出していく。 
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8.ボリビア国国家

計画への貢献 

フェーズ 1 の中期から、ボ国側

の基礎衛生開発計画（2001-2010）
への意見を求められるようにな

った。 

同計画に対し本プロジェクトのデ

ータを反映していけるよう、情報

提供を心がける。 

9.ドナーとの調整 フェーズ 1 でも UNICEF､オラン

ダ等との連携を図り、効率的に

事業を実施できた。 

ドナー協調の場を活用し本プロジ

ェクト・プログラムの内容を積極

的に発信していく。 
10.ボランティアと

の連携 

本プロジェクト・プログラムの

関連でのべ 20 人のボランティア

を派遣し、プロジェクト・ボラ

ンティア双方で情報共有の努力

をし相乗効果を狙った。 

プロジェクトに関連したボランテ

ィアを引き続き派遣し、「緩やかな

連携」のもと、相乗効果を持たせ

る。 
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第8章 団員所感 

8－1 団長所感 
本案件は「貧困地域飲料水供給プログラム」の村落給水サブプログラムの中心的なプロジェクトで

ある。ボリビア事務所では本プロジェクトを核として開発調査、無償資金協力、ボランティア派遣、

草の根無償資金協力等を組み合わせて実施しており、村落給水に関するサブプログラムはこれまでに

JICA プログラムとして戦略化が行われた数少ない事業の１つである。 

本フェーズ 1 を通じボ国側が県庁間の連携協力の必要性を認識し、フェーズ 1 の枠内でもすでに連

携協力が少しずつではあるが開始されていた。ボ国側 C/P 自らの発意としてこの連携協力を強化する

ための本案件のフェーズ 2 を要請してきており、日本側は村落給水に関する数々の活動の自立発展性

を確保する最終ステップとして本フェーズ 2 に取り組む予定である。 

本フェーズ 2 の実施にあたっては、これまで以上に、ボ国側の制度を理解した上での組織のキャパ

シティ・ディベロップメントが必要になると考えられる。例えば、事前評価ミニッツや R/D 署名の

際にボリビア側から「ボリビア側イニシアティブによるプロジェクトリスト」として、日本側の投入

は必要ないがボ国側で中央政府や県庁内での予算管理部門と交渉し本セクターに必要な予算を引き

出すための根拠文書を添付している。これは、ボ国においては国際機関との協働事業であれば国家予

算・県予算の使用が他プロジェクトに対して優先されるため、現時点であまり優先付けられない飲料

水セクターに予算を確保するために C/P 側から提案された方法である。 

また、ボリビアの県政府においては県の正式事業として位置づけるためには県の事業５か年計画と

して正式に承認される必要があり、フェーズ 1 は３年間でのプロジェクト実施だったこともあり５か

年計画として盛り込むことができず、毎年の県予算申請で詳細の作業が必要だった。本フェーズ 2
は日本側とのプロジェクトとしては３年７か月というプロジェクト期間であるが、ボリビア側は

2008 年から 2013 年までの５か年計画として位置づけることで、県庁内での予算確保の円滑化を図っ

ている。 

この他にも、フェーズ 2 で強化する「技術センター」の活動を組織内で定着させるために県令だけ

でなく今後水資源省の省令を発出する準備が行われており、県での予算の独立性確保のために県の組

織改編を含めての検討等がなされている。今後更にボ国側の制度の特性を理解しながらその強化を図

りたい。 

一方、日本側の投入としても、フェーズ 1 同様に他の投入との組み合わせを考慮したプログラムと

しての事業管理を行うため、事務所を含めた事業管理能力を強化していく必要がある。 

8－2 技術団員所感 
（1）総論 

フェーズ 1 の最終モニタリング評価で明らかになったように、各県で能力差が広がっている。

遅れている県の能力を向上させ、地方給水率を国の目標値に達成させるためにはフェーズ 2
の開始は妥当である。また能力差を利用する戦略、つまり能力が上がった県が遅れている県を

指導、支援するという体制を作って、国全体の給水率を上げるという戦略はボリビア国の自立

性を高めるうえで効果がある方法であろう。 
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フェーズ 1 で成果を上げたサンタクルスとオルロは他県への協力を県知事が約束しており、

この両県に技術センターが設立された。ここを拠点に様々な技術をお互いに教えあう体制構築

がフェーズ 2 の主な活動になる。研修能力強化にあたり、日本人又は第三国専門家による講師

対象者への技術の再構築と教授法の研修が、講師育成と講師にモチベーションを持たせる上で

重要と思われる。 

県の組織強化による給水事業の持続性確保は、技術センターを活動の中心としたフェーズ 2
では、フェーズ 1 のように、各県に JICA のファシリテーターを置かないため、データベース

によるモニタリングや弱い県に対する集中出前指導といったアイデアを生かした活動が必要

になるだろう。恒常的な情報交換によって先を行く県に学ぶといった意識・体制作りも重要で

あろう。 

先進県が後進県を協力・支援するという体制は自立性を高める上で重要であるが、一番のネ

ックは、指導する人も県内の自分の仕事を持っているということである。特にボリビアは他県

に行くのに時間がかかるため、指導協力に割く時間が多くなり、自分の日常業務との調整が難

しくなる。この点については活動計画を立てるときに十分配慮しないと戦略そのものが崩れか

ねない。 

新技術開発、つまり手堀り井戸掘削、脱塩装置、フッ素除去装置開発など、安価でローカル

資材で間に合う地域適正技術の開発がフェーズ 2 の活動の一つに入っている。ボリビア側、日

本側とも期待が大きいようである。適正技術や水処理装置開発については様々な国で実験され

ている。そのデータ情報を集めるところから始めたらどうだろうか。技術はあっても村落住民

が維持管理していける装置作りは除鉄装置などを見てきて大変難しいという実感を持ってい

る。新技術開発と大きく出るのではなく、例えば手掘り井戸施設の改善などは直ぐに着手でき

ると思われるので、技術の改良という言葉にしておいたほうが無難ではないか。実用化するた

めには人材もお金も必要だが、早急に成果を期待せず気楽に構えてやるのが良いのではないだ

ろうか。 

（2）各論 
1) JICA のプロジェクトチーム 
フェーズ 1 ではローカル人材を使って、適材適所に配置し、効率の良い仕事が出来た。当初

は役務提供的になっていたが、プロジェクト期間を通して、仕事をするのはカウンターパー

トで、JICA 側は技術移転やサポートをするという態勢に改善されたという。この方法は JICA
の中でモデルとして提案できるのではないだろうか。またフェーズ 2 では更に JICA チームは

支援側に徹して、プロジェクト終了後の持続性を見越した活動をしなければならない。フェ

ーズ 1 の経験の活用を期待したい。 
 

2) プログラムについて 
フェーズ 1 は開発調査、無償資金協力、専門家派遣、協力隊派遣等のプログラムの一つとし

て技術協力が位置づけられていた。フェーズ 2 においても、現在実施中のベニ・パンドの開

発調査とその後の掘削資機材供与（可能性）による掘削指導をフェーズ 2 の一つの研修の場

として活用したり、サンタクルスから掘削技術指導に入ったりという連携が考えられる。協
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力隊についても継続して村落開発、生産性向上への支援、技術改良事業への支援などより密

接にプロジェクトと連携して活動することが期待されている。ただし、協力隊派遣の場合、

プログラムとしての効率だけを考えるのではなく、村落住民や給水事業体職員などとも密接

な関係が保てるような活動を促すべきではないだろうか。 
フェーズ 2 で新たに加わった３県のうち、コチャバンバは水不足の深刻な地域で、地下水利

用もモニタリングをしないまま、灌漑に使って水位が下がっているという。飲料水の地下水

開発を他県と足並みをそろえて実施するためには、まず地下水の賦存量調査が必要になる。

どの場所にどの程度の地下水があるのか、水収支がどうなっているのか、シミュレーション

をして、持続的利用の可能性を把握する必要がある。調査としてプロジェクトに入れるには

規模が大きいと思われるので、開発調査などのスキームを使ったらよいのではないだろうか。

水資源に関するデータベース構築は他ドナーとの協力連携も考えられる。プロジェクトサイ

トが全国に広がり、資金協力、技術協力、ボランティアの協力によるプログラムとしての連

携活動はますます重要になるだろう。 
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